
保育サービスの質について（2）  

（認可外保育施設の質の向上）  
（※柚14竺′J、化メ、篭壊l 。会  資、′：2）   



（第11回（9／18）提出資料）  

「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項  

《保育サービスの提供の新しい仕組み（公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》  

保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）  

契約などの利用方式のあり方  

市町村等の適切な関与の仕組み（保育の必要度が高い子どもの利用確保等）  

情報公表や第三者評価の仕組み  

地域の保育機能の維持向上  
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（※ 就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討 → 新たな検討の場）  
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《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

量的拡充  

質の維持・向上  

財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性  
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認可外保育施設に関連する現行制度  

（認可基準・定員規模）  

○ 現行制度においては、認可保育所に対して児童福祉施設最低基準の遵守を求めており、同基準を満たさなけ   
れば、認可は行われない。（※児童福祉施設最低基準 → P4）  
※ 一方で、保 可には、都道府県知事の裁量が比較的広く認められており、必要な客観基準を満たす場合であっても、   

認可されないことはあり得る。（→※第13回（10／6）の課題）  

○ また、認可保育所の定員規模は、60人以上を原則。都市部の要保育児童が多い地区で低年齢時を一定割   

合以上受け入れる場合や、過疎地域など一定の要件を満たす場合に、例外的に20人まで定員規模を引き下げ。  
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（参考）  

児童福祉施設最低基準と認可外保育施設指導監督基準  
（参考）  

認可外保育施設の認可化移行支援に係る補助制度  
頃  日児銅址施肝最低基準〔開所）  認 可 外保 育施設指導監督基諜   

散  見 配置基埜   ・ 主たる保育時間11時間についてに、   

ミ児亀）二（促■書士I  最低基準に規定する動以上、11時間を   
（‡蛾児  3 ：1   超える時間事削二ついては、現に保育きれ   
1・2歳ご思   6 ＝ 】   ている児童が1人である場合を除き、常   
3頗児  ZU こJ   時2人以上の配置が必雷   

＝’   ・保育者の3分の1以上が保育士ヌは者  
揮婦資格が必要  

・保育室1．65rポ／人  
－表示認諾65三三人  ・調理姦、偵所   

ほふ〈寮 3，3ポ／′人   

・ 医務澄、調理室．便所   

・02蕃以上   
・保育箋又は盤戯塞 巨ヨB扁＿／＼左   
・度外遊戯場  3＿：うポ／ノ人  

・訴）翌室、便所  

非常災害に■消火用鼻，非常口等の設置  ・ 消火用1、非常口等の設置   
対する叫擾 ・ 定期的な訓練の実施   定期的な訓読の実施  

保育重等を ・ 転港働止装艦   k温防止恢爛   
2階以上iこ   

投ける膿合   

の条件  0保育重等を2階に設りる場合   ○爆音速筆を2暗に酸ける語合  
・ 耐火建築物又は進耐火建築物   ・ 耐火壌鶏物又は準耐火確某物   
・屋外階殴、屋内特別避難階段（建築基  ・ 屋外階段、屋内特別避難階段（建築基   
堰虻施行令第123粂第ユ項）等による2方  筆法施行令第123粂第3項）帯による2方   
淘亜麒眉崩   向漠難農層   

・つ保育室牢を3階以上に設ける場合   け保育塞等を3階以上に好ける場合   
・ 耐火建堅物   ・ 耐火連詩物   
・屋外階段、特別避難階段等による2方  ・ 屋外陣」段、輯別避躊階段等による2方   

階段を必覿）   向避＃軽良 一4階以上の場合は塵外i巨像  向j盛難経路（4階以上の場合は屋外墟縦  階段を必譜）    、 調増要の防火区画∵自軌鞘火装置琴が  ・ 嗣理室の防火区画 仁白私消火装置等が   
放置されていう混合の特例あり）  

重訳直されてい組帥特例あり） 1・非常箪穐器具  非常警報番兵   
カーテン等の防炎処理   カーテン笹の防炎処理   

辣 保育所保育指針に準じる。   

健娃状胞の観玩．服装等の異常の有無   ・     児童の処遇10保育の内容  ・  ヨについての検査、自由港び、堅種  
…・保鵠者との連絡   
裏   
望0冷食   

卜必要な粟養鮎含有  
巨献耕作舷   

いJ健洗診断の茶碗   

○ 陀可化移行促進事業（19年度予算短加古方円→20年度予算案13百万円）   

（20年度）   

・移行促進事婁 20か所 ＠2〔‖）万円 補助率1／／‘3  

一定水準の質のサwビスを提供する絃可外保育施設の儲可化に当たり、市町村が保育士を  

当紘施掛こ派遺して、保育内容の指導を行うなど、醒可保育所への移行華僑を支援する。   

平成17年虔より環境故替事業は保育蒲境改善事業へ統合。  

0 諷可外保育施設の衛生・安全対策  

（19年度予算額23百万円→20年度予算案23百万円）  
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認可外保育施設に従事する職員に対しても捷康診断を行うことにより、受粉の促遮  

平成19年虔上り放隈捜児童等価生事業からの認可外保育施設分を分離予定。  

D 保育所体験特別事業（19年康予算額300百万円一→20年度予算案300百万円）  

＝9年度） ほ0年雇）  

る親lを軋裾親へ  
コ  

べど⊥ホテル等を利用する親子動こ保育所を脾放し、児直の発達状況のチエ：′ク、  

0保育従事者研修事業（19年度予算額53百万円→20年度予算案49百万円）  

（19年度）   （20年度）  

開催回数  98画  一  99回  

補助率 定額  

［嗣外保育舶の紺長や保育読手者を対倭とLた研断絶］   

注）謎可外悍脊施隈相澤監督基r酎ユ．劣悪な陀可外保育施設喜一排除するためのものであり、当惑基張に   
適合すも認可外イ足守施設であっても促音所の児童講祉施設最低．基準を蘭たすことが里生しい。  4  



（参考）  

事業所内保育施設に係る助成制度について  

平成21年度（予算要求中）  平成20年度   

利用者は、原則として、その雇用する労働者  

・設置費  

対象糞用：建築費等  

助成限度額：2，300万円  

助成率：大企業1／2 中小企業2／3   

・増築費  

対象費用：増築章等  

助成限度額：  

増築1，150万円 建替え 2，300万円  

助成率：1／2  

・保育遊具等購入責 

助成限度額：40万円  

t設置費  

20年度と同様  

・増築章  

20年度と同様  

・保育遊具等購入責  

20年度と同様  

・運営費  

対象責用：運営に係る章用（人件費等）  

助成率：  

5年目まで 大企業1／瑚  
6年自以M  

支給期間：10年間  

・運営章  

対象費用：運営に係る章用（人件費等）  

助成率：大企業」／2 中小企業2／3  

支給期間：5年間  

5   



認可外保育施設数・利用児童数の推移  

○認可外保育施設数は約1万箇所、利用児童数は約23万人。認可保育所数 の約1／2、利用児童数で約1割を   

占める。  

○利用児童数の近年の推移をみると、事業所内保育施設は減少傾向、ベビーホテルは増加傾向にあるが、全体   

としては横ばい傾向にある。  

○そのうち、自治体独自の補助を受けるいわゆる「自治体単独保育室」の利用児童数は増加傾向にある。  

うち自治体単独保育室の堆移  認可外保育施設・利用児童数の堆移  

3000  
施設  人）  

40  

2000  

30   

平成14年  平成15年  平成16年  平成17年  平成18年  平成19年  

匠渥匿：≡l施設数  ＋児童数  

（資料）保育課調べ  6   



認可外保育施設の規模  

○認可外保育施設の在所児童数を見ると、20人以下が53％を占めている。  

○認可保育所の原則的な定員である60人超の規模は1割に満たない。  

認可外保育施設の  

在所児童数規模別の構成比  
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（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  7   



児童数  認可外保育施設の年齢別入所  

○ 認可外保育施設の年齢別入所児童数を見ると、認可保育所に比べ、ベビーホテルを中心に低年齢時の割合   

が高い。  

平成18年10月1日現在  

事業所内保育施設  

ベビーホテル  

その他の認可外保育施設  

認可保育所  

（平成20年4月1日現在   

福祉行政報告例）  
20％  40，i  60，i  80％  100％  

認可外保育施設の設置主体  

○認可外保育施設の設置主体を見ると、全体としては、約6割が個人、約2割が企業となっている。  

施設の類型別設置主体の状況  

（単位・％ ポイント）  各年10月1日現在   

総 数  事業所内保育施設  ベビーホテ／レ  その他の認可外保育施設  

平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減   

総数   100．0   100．0   100．0   100．0   100．0   100．0   100．0   100．0   

個人   56．3   △1．7  22．7   4．0  18．8  46．4   △ 7．5  68．1   △ 3．2  

会社   26．1   23．5   2．5   40．2   51．1  △10．9   45．8   37．3   8．5   15．4   13．0   2．4   

任意団体   3．7   5．4  △1．7   2．3   2．5  △ 0．2   1．6   2．9  △1．3   4．8   6．8  △ 2．0   

その他   13．9   13．1   0．9   34．8   42．5  △ 7．7   6．2   5．8   0．4   11．7   8．9   2．8   

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
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認可外保育施設の開所時間  

○開所時間は、ベビーホテルのみならず、その他認可外保育施設であっても、認可保育所に比して長く、早朝や   

夜間の保育ニーズに認可外保育施設が対応している状況が伺える。  
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認可外保育施設の水準（面積（保育室））  

○認可外保育施設の保育室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が6割以上となっている。  

認可外保育施設全体  ベビーホテル  

⑤8．1％  
事業所内保育施設   

⑤8．3％  

②4．7％  

その他の認可外  

⑤6，8％  

【推計の前提】  

「①認可基準以上」・・tl歳児数×3．3ポ＋2歳以上児×1・98ポ以上の事業所  
「②認証基準以上」・・・①未満で、1歳児数×2・5ポ＋2歳以上児×1・98ポ以上（＝おおむね東京都認証保育所や横浜保育室の基準）の施設  
「③認可外指導基準以上」…②未満で、1歳以上児童数×1・65ポ以上の事業所  
「④その他」…③未満  
「⑤不明」…保育室面積の回答がなかった施設  

※なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場今は，乳児室（1・65棉又はほふく室（3・3nて）を設けることとしており、実際上は、                                                                                                                                                              ．■＿．＿．．＿． ■ 一■ ■．．．．．一 十    一 」■■l■■■ ∫ l ■．■■ 、  ノ∴ l ■  ＿＿＿■ニl触 ・・  
じて面積基準を適用することとなるが、計算の便宜上、0歳児は乳児室、1歳児はほふく室として計算0  個々の乳幼児のほふくを始める段階に応  

別 に集計したも『0   等  調査報告を特  童 福祉事業  平成18年地域児  （資料）  



認可外保育施設の水準（面積（乳児室））  

○ 認可外保育施設の乳児室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が5割以上となっている。  

認可外保育施設全体  ベビーホテル  
事業所内保育施設  

その他の認可外   

【推計の前提】  

「①認可基準以上」＝・0歳児数×1．65ポ以上の施設  

「②認可基準未満」・・・①未満の事業所  

「③不明」＝・保育室面積の回答がなかった施設  

※ なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1．65ポ）又はほふく室（3．3ポ）を設けることとしており、実際上は、  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
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